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平
成
27
年
分
の
所
得
税
及
び
復
興
特

別
所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
２
月
16
日

㈫
か
ら
３
月
15
日
㈫
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
。
同
期
間
中
、
榛
東
村
役
場
村
民

ホ
ー
ル
に
お
い
て
申
告
相
談
を
実
施
し

ま
す
の
で
、
相
談
を
希
望
す
る
方
は
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
告
期
間
中

は
、
相
談
会
場
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。

で
き
る
だ
け
指
定
さ
れ
た
日
に
ご
来
庁

い
た
だ
き
、
円
滑
な
申
告
相
談
の
実
施

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。（
次
頁
、「
申
告

相
談
受
付
表
」
参
照
）

《
期
間
内
に
正
し
い
申
告
を
！
》

　

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
は
、

自
分
の
所
得
の
状
況
を
最
も
よ
く
知
っ

て
い
る
あ
な
た
ご
自
身
が
、
税
法
に

従
っ
て
ご
自
身
の
所
得
と
税
額
を
正
し

く
計
算
し
、
期
間
内
に
申
告
・
納
税
す

る
と
い
う
「
申
告
納
税
制
度
」
を
採
用

し
て
い
ま
す
。

　

確
定
申
告
が
必
要
な
方
が
申
告
を
失

念
し
た
り
、
誤
っ
た
申
告
な
ど
を
す
る

と
、
後
日
、
不
足
す
る
税
金
を
納
税
す

る
だ
け
で
な
く
、
加
算
税
や
延
滞
税
が

課
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
確
定
申

告
は
、
必
ず
期
間
内
に
正
し
く
実
施
し

て
く
だ
さ
い
。

《
確
定
申
告
が
必
要
な
方
》

○
事
業
を
し
て
い
る
方

○
不
動
産
収
入
が
あ
る
方

○
土
地
、
建
物
な
ど
を
売
却
し
た
方

○ 

給
与
の
年
収
が
２
，
０
０
０
万
円
を

超
え
る
方

○ 

給
与
所
得
と
退
職
所
得
以
外
の
所
得

金
額
の
合
計
が
、
年
間
20
万
円
を
超

え
る
方

○ 

雑
所
得
な
ど
が
あ
る
方（
２
つ
以
上

の
年
金
や
個
人
年
金
を
受
け
て
い
る

方
な
ど
）

○ 

前
記
の
所
得
な
ど
に
あ
て
は
ま
ら
な

い
、
そ
の
他
の
所
得
が
あ
る
方

《
白
色
申
告
の
方
は

　

収
支
内
訳
書
の
添
付
を
》

　

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
、
山
林
所

得
の
あ
る
方
で
、
確
定
申
告
書
を
提
出

す
る
方
は
、
そ
の
年
の
総
収
入
金
額
や

必
要
経
費
の
内
容
を
記
載
し
た
収
支
内

訳
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

の
で
、
書
類
等
の
不
備
が
な
い
よ
う
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

《
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の

　
　
　
　

還
付
申
告
は
お
早
め
に
》

　

確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
な
い
方
で

も
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
所
得
税
及
び

復
興
特
別
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た

め
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

○ 

給
与
所
得
や
退
職
所
得
が
あ
る
方

で
、
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
寄

付
金
控
除
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
な
ど
を
受
け
る
と
き

○ 

給
与
所
得
者
が
年
の
途
中
で
退
職
し
、

そ
の
後
就
職
を
し
な
か
っ
た
と
き

○ 

予
定
納
税
を
し
た
が
、
確
定
申
告
を

す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き

　

還
付
を
受
け
る
た
め
の
確
定
申
告
書

は
、
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
が

源
泉
徴
収
さ
れ
た
年
ま
た
は
予
定
納
税

額
を
納
付
し
た
翌
年
の
１
月
以
降
な
ら

い
つ
で
も
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
還
付
を
受
け
る
た
め
の
確
定
申
告

書
は
、
可
能
な
限
り
ご
自
身
で
作
成
を

し
て
、
お
早
め
に
高
崎
税
務
署
ま
で
郵

送
な
ど
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
還
付
金
の
受
け
取
り
に
は
、

金
融
機
関
口
座
へ
の
振
り
込
み
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
還
付
金
の

受
け
取
り
に
は
一
定
期
間（
１
〜
３
カ

月
程
度
）
を
要
し
ま
す
の
で
、
予
め
ご

承
知
お
き
く
だ
さ
い
。

《
申
告
書
を
ご
自
身
で

　
　
　

作
成
す
る
と
き
は
》

　

確
定
申
告
書
を
ご
自
身
で
作
成
す

る
と
き
は
、「
平
成
27
年
分
所
得
税
及

び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
書

の
手
引
き
」
や
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
ttp
://w
w
w
.n
ta.go

.jp

）「
確
定
申

告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
な
ど
を
参
考
に

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
申
告
書
作
成

の
際
は
、
記
入
誤
り
や
入
力
漏
れ
な
ど

が
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp

ご自宅などで申告書がいつでも作成できる
｢確定申告書作成コーナー｣をご利用ください

　ご自宅からインターネットを利用して、夜間休日などを問わずご自
身の都合のよい時間にいつでも確定申告書を作成することができます。
申告会場は大変混雑しますので、是非とも国税庁ホームページ（http://
www.nta.go.jp）にアクセスして「確定申告書作成コーナー」をご利用
ください。
　作成した確定申告書はそのまま税務署へ郵
送などで提出することができます。

○ 所得税及び復興特別所得税や消費税（個人）
の確定申告書や青色申告決算書などが作成
できます
○ 医療費控除、住宅借入金等特別控除の申告
など、様々なケースに対応しています

所得税及び復興特別所得税の
確定申告は正しく期間内に
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